
  

別紙１ 

 

距離規制の妥当性について検証するための事例 

ここでは、過去に枯渇現象が生じた３つの温泉地を取り上げ、どのような源泉間の

距離でなら枯渇現象が生じないかを探ることとする。 

なお、ここで考える源泉分布域とは、温泉を集水する地域としての性格を考慮して

いることから、主要な源泉を真円で包含させることができる面積として考えた。また、

源泉の温泉ゆう出能力は地域毎、源泉毎で変化に富むことから、その温泉地内にある

源泉数から適正な源泉距離を考察するのではなく、その温泉地からどれほどの温泉を

採取していたのかを検証し、これを 1 源泉当たりゆう出量の全国平均である 100L/分
で除すことでその地域内の源泉数に換算。その数値から１源泉が必要とする面積を算

出し、また、その数値から源泉間距離を逆算した。 

その検討結果を以下に示す。 
 

（1）Ａ温泉 

枯渇現象の状況 Ａ温泉は、当初は自噴利用が中心であったのが、昭和 31 年以降、動力揚湯が

行われ始め、昭和 33 年 2月には自噴利用から揚湯利用への変更を追認し、昭

和 36 年 10 月の審議内規の改正では動力揚湯を正式に認めるに至った。これ

に伴い、ゆう出量が増加し、枯渇現象が出現し始めた。具体的な状況は以下

の通りである。 

昭和 29 年当時のＡ温泉は利用源泉数が 63 で、自然水位は 0〜−1.0m、揚湯水

位は−0.10〜-3.0m、1 井当りの平均ゆう出量は 14.91L/分、全ゆう出量は約

940L/分（日量 1353m3）であって、自然ゆう出量の範囲内で需要に答えてき

た。 

ところが、昭和 33 年 4 月の役場の調査によると、総ゆう出量（1556m3/日）

は昭和 31（1956）年 4月以降、18％の増加を示した。 

昭和 34 年には利用源泉数が 68と微増し、総ゆう出量は昭和 29 年時の 940L/

分から 1,345L/分へと 43％増加した。 

さらに昭和 39年の調査時に、利用源泉数が 63 に減ったものの、総ゆう出量

は 1,424L/分（51.5％増加）に増加している。その結果、揚湯水位は−0.1〜

-3.0m から−4.7〜-9.02m へと低下し、周辺あるいは上部から地下水の浸入を

招来し、孔底温度と泉温の低下、溶存成分量の減少となって現れてきた。 

以上のような経緯から、Ａ温泉が洪積層の温泉層（第 2 次温泉源）から採湯

している限り、昭和 29年時のゆう出量（約 940L/分）にもどらなければ、過

剰揚湯といわざるを得ない状況であることが指摘された。 

現在の状況 平成 17 年当時のＡ温泉の利用源泉数は 44 に減り、総ゆう出量は 1,100L/分

台に減じ、平均泉温は 37.3℃から 40.5℃へと回復している。温泉水位は昭和



  

39 年当時より若干低下している傾向があるものの、目立った低下ではなく、

昭和 39 年当時よりも健全化（回復）しているといえる。しかし、昭和 29年

時に比較すれば、平均泉温は未だ低く、温泉水位も最大 10m 近く低下してい

るので、Ａ温泉の適正ゆう出量は昭和 29 年時の 940L/分程度として、大きな

間違いはないものと思われる。 

源泉分布面積 1.400km2 

源泉密度と源泉

間距離 

Ａ温泉における昭和 29 年当時の温泉ゆう出量 100L/分当たりの面積は

0.149km2となり、その状態での源泉間距離は 413m となる（別表参照）。 

 

（2）Ｂ温泉 

枯渇現象の状況 Ｂ温泉は、大正末期頃までは自然ゆう出あるいは掘削自噴の状態が続いてい

た。 

戦後の高度成長期に入ると、多数の人が競うように新規の掘削を行い、揚湯

を行うようになった。昭和 52年当時で合計 137 もの源泉が所在した。その結

果、温泉水位は急激に低下し、昭和 26年当時には地表面下 20m 位であったも

のが、35 年頃には 100m（利用源泉数は 65、総ゆう出量は約 2,600L/分）にな

り、50年頃には 200m（利用源泉数は 95、総ゆう出量は約 3,300L/分）にまで

低下した。これにより、昭和 35年には 1井当たり 7.94 馬力で足りていた動

力が、昭和 50年には 15.78 馬力もの動力が必要となり、1馬力当たりで揚湯

できる量は逆に減少する事態となった。なお、昭和 38年以降、平均温度の低

下はほとんどない（おおむね 58℃程度）。 

現在の状況 昭和 53 年から集中管理による給湯が行われている。これにより、稼働源泉数

は 55～53 に減じ、総ゆう出量も約 2500L/分程度まで減少させた。その結果、

昭和 56 年には温泉水位は地表面下 140m 台にまで回復している。 

源泉分布面積 4.400km2 

源泉密度と源泉

間距離 

昭和 53 年の集中管理以後のゆう出量 100L/分当たりの面積は 0.176km2で、そ

の状態での源泉間距離は 449m となる（別表参照）。 

 

（3）Ｃ温泉 

枯渇現象の状況 Ｃ温泉は、明治 31年の記録では源泉数は 20、昭和 10 年代までは自然ゆう出

泉や掘削自噴泉が存在し、昭和 21 年までは自然ゆう出泉と小規模揚湯泉とが

共存した。しかし、昭和 22 年以降乱掘・増掘競争が始まり、昭和 25年には

自噴泉が姿を消した。 

これまでの温泉ゆう出量や温度、温泉水位の変化状況は以下の通りである。 

 年 源泉数 平均温度 温泉採取量 温泉水位（標高） 

 昭和 15 年 16 66.0℃ 約 540L/分 約 90m 

 昭和 30 年 30 60.9℃ 約 1,280L/分 約 70m 

 昭和 35 年 45 58.2℃ 約 2,260L/分 約 30m 



  

 昭和 44 年 58 53.7℃ 約 2,000L/分 約 14m 

 昭和 50 年 54 54.0℃ 約 1,700L/分 約 18m 

現在の状況 昭和 56 年から集中管理による給湯が行われ、それまでと比較して総ゆう出量

は約 1,800L/分であまり変わらないものの、稼働源泉数は 34 に減じた。その

結果、昭和 57年には温度は 60.8℃に、温泉水位は海抜 80m 程度に回復した。

稼働源泉数の減少にはその後も努力し、平成年代に入ると 22～24 井となって

いる。この間の総ゆう出量は 1,700～1,900L/分の範囲で推移し、温泉水位も

海抜 70m 程度で安定している。 

源泉分布面積 2.030km2 

枯渇現象発生時

の源泉の密度 

枯渇化の進行を止めることができた集中管理以後のゆう出量 100L/分当たり

の面積は 0.119km2で、その状態での源泉間距離は 369m となる（別表参照）。 

 

 以上のとおり、現状（資源保護のための対策実施後）又は枯渇現象発生前の温泉採取量から、

１源泉当たりの所要面積を計算すると 0.119～0.176ｋ㎡となる。これが温泉資源の枯渇現象を抑

えるために必要な源泉密度となり、この密度の源泉を均等に配置するために必要な源泉間の距離

は 369～449ｍとなる。 

（参考） 

最も高い密度で源泉を配置した場合の 1 源泉あたりの所要面積 

（0.866α２ｋ㎡（＝√3 2⁄  α２ｋ㎡））の考え方 

距離規制の距離をαｋｍとした場合、最も高い密度で源泉を配置する方法は、一辺αｋｍの正

三角形の各頂点に源泉がある形である。それら正三角形の集合体からなる平面を源泉を中心とす

る四角形でモザイク状に剥ぎ取ると仮定すると、四角形は（α）と（√3 2⁄ α）を 2 辺とする長方

形となる。ただし、長方形を用いたのは、区域内の空間を隙間なく均等に見積もるためであり、

水文学的な考えを反映したものではない。 
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（別表）源泉分布面積と 100L/分当たり所要面積、源泉間距離 

 

距離規制の距離をαｋｍとした場合、最も高い密度で源泉を配置する方法は、一辺αｋｍの正

三角形の各頂点に源泉がある形である。その場合の１源泉当たりの面積は、0.866α２ｋ㎡（＝√3 2⁄  

α２ｋ㎡）となる。逆に、１源泉当たりの面積としてβｋ㎡ を確保するためには、各源泉の間に

1.07√βｋｍ以上の距離を取れば十分となる。 

 

 

  

 Ａ温泉 Ｂ温泉 Ｃ温泉 

①源泉分布面積 (km2) 1.400 4.400 2.030 

②合計温泉ゆう出量 (L/分) 940 2500 1700 

③1 源泉（100L/分）当たりの所要面積 (km2) 0.149 0.176 0.119 

④上記に必要な源泉間距離 (=1.07√③,m) 413 449 369 
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熱収支について 

熱収支の考えは、温泉を採取することで地下から奪われる熱量と、地球内部からの

熱伝導で獲得できる熱量とを比較し、両者が釣り合うことで熱量的な均衡を取ること

ができる面積を検討したものである。 

計算条件として、温泉の温度は 45℃、当該地域の気温は 15℃とし、1源泉当たりの

ゆう出量の全国平均である 100L/分（≒100,000g/min）を採取したとすると、地下か

ら採取する熱量（Qs とする）は以下の通りとなる。 

Qs ＝((45［℃］－15［℃］)×100000［ｇ/min］)／60 

 ＝50,000cal/sec 

一方、地球内部から熱伝導によって運ばれる熱量は、地殻熱流量（※）と呼ばれる。

日本における地殻熱流量は様々な文献等で公表・紹介されているが、ここでは地質調

査所（1980）による「日本温泉放熱量分布図」にコンターマップとして表現されてい

るので、参照とされたい。 

※地殻熱流量（Q： cal/cm2･sec）とは、地球内部から地表に向かう熱の流れの量を意味す

る。地表付近ではほとんどの熱伝導で運ばれていると考えられるので、ある場所で地温

勾配（dT/dZ、T：温度、Z：深さ）と熱伝導率 K を測定することで、熱流量は次式によ

り求められる。 

  Q＝K・（dT/dZ） 

（新版地学事典：1996 による） 

 なお、1cal は常用的には 1g（≒1mL）の水の温度を 1℃上げるのに必要な熱量を指す。 

これによると、我が国の非火山地域における地殻熱流量は 0.5～1.5HFU（１HFU は 1

×10-6cal/cm2・sec）の範囲にある。仮に、上記の温泉採取地点の地殻熱流量が 1.0HFU

の地域であるとすると、そこで獲得できる熱量（Qe とする）は 1×10-6cal/cm2・sec

であり、1km2当たりに換算すると 10,000cal/km2・sec となる。したがって、上記の温

泉採取によって奪われる熱量（Qs）を、熱伝導によって運ばれる熱量（Qe）で補填す

るには、Qs／Qe＝5km2の面積が必要となる。これは半径 1.26km の円に相当する。 

同様の計算を、いくつかの HFU 値に対応して試算した結果を下表に示しておく。 



  

熱収支による集水必要面積試算例 

地殻熱流量 HFU 0.5 1 1.5 2 

同上（単位換算） cal/cm2･sec 0.0000005 0.000001 0.0000015 0.000002 

同上（1km2当たり） cal/km2･sec 5,000 10,000 15,000 20,000 

必要面積 km2 10 5 3.33 2.50 

半径 km 1.78 1.26 1.03 0.89 

注：温泉の温度は 45℃、当該地域の気温は 15℃とし、ゆう出量は 100L/分（＝

100,000g/min）としたので、温泉の熱量は 50,000cal/sec となる。 
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経年的な水位低下について 

以下の報告から、箱根カルデラと湯河原カルデラでは、1950 年代後半から 70 年台

にかけて著しい水位・温度・成分の低下が生じていたと考えられる。大山(1984(*1)、

1985(*2))は、両カルデラにおける水がそれぞれ閉じた循環系を形成しているとみな

し、当時の温泉総採取量と降水量の比を、箱根で 2.3％、湯河原で 5.5％と見積もっ

ている。同報告によれば、カルデラへの平均降水量は箱根で 2,830mm(108km2)、湯河

原で 2,200mm(30km2)である。一方、1979 年度の温泉総ゆう出量は箱根で約 27,000Ｌ/

分、湯河原で約 7,000Ｌ/分(いずれも神奈川県統計資料による)であり、温泉ゆう出量

が降水量に占める割合は、箱根で 4.6%、湯河原で 5.5％となる。 

*1：大山正雄・広田 茂・迫 茂樹・粟屋 徹、1984：湯河原の水位（1982 年）、神奈川県

温泉地学研究所報告、第 15 巻、第 5号、183-191 

*2：大山正雄・平野富雄・大木靖衛、1985：箱根の地下水とその利用、神奈川県衛生部 

1．湯河原温泉 

① 大山・大木(1974) 湯河原温泉の水位の変遷、神奈川県温泉研究所報告、第

６巻、第１号、31-46. 

湯河原温泉の沿革を整理するとともに、1900 年代初頭から 1970 年代までの、

源泉総数、総ゆう出量の推移と、静水位の低下についてまとめている。湯河原温

泉の開発が顕著だったのは1935～40年頃と、1950年以降の2時期であった。1935

年頃の開発により、それまで自噴していた掘抜井戸が動力揚湯への切替えを余儀

なくされる事態が発生したが、特に急激な水位低下が始まったのは 1950 年以降

であり、総ゆう出量は 1958 年の 5,400L/分(利用源泉数 67)から、1978 年の

7,000L/分(利用源泉数 103)まで増加している。これに伴う温泉井の水位低下は、

1960 年までは、温泉の揚湯が集中している地域を中心に水位低下が顕著であっ

たが、その後も続いた温泉の掘削・利用の増加により、水位の低下範囲は湯河原

温泉全体に拡大していった。1957 年と 1972 年とで比較すると、水位低下の最大

量は中心部で 70m 以上、周辺部でも 40m 程度であった。以上の結果から、湯河原

温泉の総ゆう出量は、著しい水位低下が起きる前の毎分 4,500～5,000L/分程度

が適当であるとしている。 

② 平野・粟屋・大山・大木(1976) 湯河原温泉の地下水位低下と温泉の冷地下

水化 －こごめ橋周辺の古い源泉の場合－、神奈川県温泉研究所報告、第７

巻、第２号、53-68. 

湯河原温泉の中心部(こごめ橋周辺)で古くから利用されている源泉について、

井戸の深さ、温泉温度とゆう出量、化学組成の推移や揚湯装置の変遷について検



  

討した。各源泉とも、水位の低下にともない、揚湯装置の設置、増くつ、揚湯能

力の強化といった経過をたどることで源泉の維持に努めてきているが、1960 年

以降は、水位・温度の低下だけでなく、溶存成分の減少、成分比率(Cl/SO4 比)

の変化が観測されるなど、温泉の冷地下水化(浅層地下水の混入割合増加)が進行

していることが明らかになった。 

2．箱根温泉 

③大山・伊東・大木(1985) 箱根温泉の温度と湧出量の観測 昭和 57-58 年、神

奈川県温泉地学研究所報告、第 16 巻、第５号、41-52. 

箱根を代表する湯本・塔ノ沢、蛇骨、姥子、芦ノ湯の各温泉地で、温度・ゆう

出量の連続観測を行った結果について検討した。このうち、湯本・塔ノ沢地域で

は、地域の総温泉ゆう出量の約 8％をゆう出する竪穴湧泉において、1958 年から

1970 年にかけて泉温の低下が著しかった。また、蛇骨湧泉では、箱根の火山活

動活発化の影響による温度上昇が観測されたものの、1968 年以降、ゆう出量の

減少傾向が続いていた。 

④大山・久保寺・小鷹・伊東・迫(1985) 箱根火山中央火口丘東麓の温泉水位、

神奈川県温泉地学研究所報告、第 16 巻、第５号、53-62. 

箱根中央地区で 1978(昭和 53)年から行っている観測井の水位観測結果と、過

去の水位の記録のある温泉井のデータについて検討し、1960 年から 1980 年にか

けての温泉水位の低下速度を、箱根中央部で 0.3～0.5m/年、山麓周辺で 0.8～1.0 

m/年、基盤岩中で 0.7～0.8m/年と見積もった。 

⑤平野・広田・小鷹・粟屋・大木(1976) 箱根搭ノ沢温泉の温度と化学成分、神

奈川県温泉研究所報告、第７巻、第２号、85-92. 

⑥平野・広田・大木(1977) 箱根湯本、下茶屋地区の温泉のゆう出量と溶存成分

の減少について、神奈川県温泉研究所報告、第８巻、第２号、51-66. 

湯本・塔ノ沢温泉では、温泉総ゆう出量が、1953 年の毎分 2,810L から、1983

年には、その２倍以上にあたる 6,023L/分に増加したのにともない、自然湧泉の

枯渇、温泉の水位、温度、ゆう出量、溶存成分の低下が進行していることを報告

している。 
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動力装置の際の影響調査等実施手法 

 

Ⅰ 影響調査 

1．観測源泉の選定 

動力の装置が「温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼす」か否かを判断する

ため、動力を装置しようとする源泉（以下「対象源泉」）の周辺の既存源泉を「観測

源泉」として捉え、当該観測源泉における影響の程度を調査する。 

観測源泉の選定に当たっては、対象源泉からの距離、温泉採取深度、泉質の類似性

等を考慮した上での位置関係、予測される影響範囲、観測の難易度等を考慮して、抽

出することが適当である。 

2．観測項目 

2-1 観測源泉（既存源泉） 

源泉間の影響関係でもっとも鋭敏に反応するのは水位であり、自噴の場合にはゆ

う出量と孔口圧力である水位水位。また、温泉の温度や泉質への影響は、一般的に

上記の項目に次いで変化が現れる項目である。 

このため、影響調査で必須の観測項目は、水位（自噴では孔口圧力）、ゆう出量

の観測が最も重要であり、次いで湧出温度である。成分濃度は状況に応じて適宜測

定すべき項目となるが、観測源泉の湧出温度や成分濃度に変化が及ぶと利用や温泉

に適合しなくなるなど大きな問題となることが予測される場合は、測定することが

必要となる。簡易的に判断するには電気伝導率を測定することで濃淡の目安となる。 

2-2 対象源泉（申請源泉） 

対象源泉においても、観測源泉との影響関係を検討するために、原則として観測

源泉と同一の項目を観測する必要がある。 

3．観測に使用する機器 

観測に使用する機器は以下の内容を参考とし、現場の状況に応じて、自動記録方式、

機器の指示値の読み取り、現地測定を組み合わせた観測態勢を取ることになる。温泉

成分の分析も必要とされる場合には、時間と費用を要するので重要な成分項目のみを



 

測定したり、携帯型測定器を用い電気伝導率を計測することで総濃度濃淡の変動目安

として判断することができる。 

なお、観測源泉において、これらの機器のいくつかが設置できない場合、あるいは

いくつかの項目が測定困難な場合は、測定可能な項目をもって影響の有無を判断する

ほかにない。しかし、水位、ゆう出量ともに測定できない場合は、観測源泉としては

不向きであるので別の周辺源泉を観測対象とする等の処置もある。さらに他に観測で

きる源泉がない場合は、単一井（対象源泉のみ）による影響予測を行うことが考えら

れる。 

3-1 機器による観測 

観測項目 代表的機種 規格 

水位 圧力式等 ±0.1% FS（フルスケール）程度 
ゆう出量 電磁式等 ±2%指示値 
孔口圧力 圧力発信器等 測定精度±1% FS 
温度 測温抵抗体等 分解能 0.1℃ 
記録方式 アナログ記録、自動記録計、表示値の読み

取り等 
連続記録、定時での記録 

 

3-2 観測員による定時観測 
観測項目 代表的機種 測定 

水位 触針式等 1cm 単位以下で読み取り 
ゆう出量 容積法、ノッチ法等 L/min 単位で有効数字三桁以内 
孔口圧力 ブルドン管式等（測定精度±1.6% FS 程度） 機器の指示値 
温度 デジタル温度計等（分解能 0.1℃）と標準温

度計の併用 
0.1℃単位で現地測定 

記録方式  現地測定・記録 
※ ゆう出量と温度を測定するために、源泉近くに採取した温泉の全量を吐き出すことが

できるバイパス管を設置する必要がある。 
※ ゆう出量の実測が困難な場合は、現地の状況に応じて工夫する（例：タンクからの流

出を止め、タンク内の水位上昇速度を測定して量に換算する等） 
 

4．影響調査の実施期間 

影響調査に当たっては、対象源泉を揚湯しない状態での測定（事前調査）、対象源

泉を揚湯した状態での測定（本調査）、対象源泉の揚湯を停止した状態での測定（事

後調査）の 3つの期間を設定する。以下に実施期間の目処を記すが、温泉の採取層の

関係（距離や深度、地質条件、採取状況）により、必要とされる日数は、大きく変わ



 

ることに注意されたい。影響関係の判断が難しい場合は、期間を延長する等の対応が

必要とされる。 

4-1 事前調査 

観測源泉の通常期（対象源泉の影響がない状態）のゆう出状況を把握するための

ものである。観測に必要とする期間は源泉の特性によるが。変動が少なく安定して

いる温泉であれば３日間程度を目処とする。季節や降雨による変動が大きい場合は、

バックグラウンドを把握するためにより長い期間を要することに注意する。この期

間の観測内容は以下の通りとする（重要な項目から順に記す）。 

a) 対象源泉での測定 

水位（静水位） 

b) 観測源泉での測定 

揚湯の場合：水位（静水位、動水位）、ゆう出量、温度、 

その他（電気伝導率、成分濃度等） 

自噴の場合：孔口圧力、ゆう出量、温度、 

その他（電気伝導率、成分濃度等） 

4-2 本調査（1 段階で 1 日程度、5段階を目処） 

観測源泉において、対象源泉の揚湯量に応じた影響の有無と程度を確認するため、

対象源泉のゆう出量を段階的に増加する方式を推奨する。ゆう出量の設定は、下限

は使用ポンプでの最小ゆう出量、上限は許可制限量、もしくは対象源泉の適正採取

量又は計画採取量とし、5 段階程度に区分する。1 段階の揚湯期間は 1 日程度とす

るが、最終的な影響量の確認が重要となる。この間での揚湯時間（例えば、終日運

転か昼間のみの運転か等）については、源泉の利用状況等を勘案して決定する。 

対象源泉のゆう出可能量が少なく、5段階以上のゆう出量の設定が困難な場合は、

状況に応じて段階を設定することとし、調査期間はその段階設定に対応することに

なる。 

なお、この期間の観測内容は以下の通りとする（対象源泉・観測源泉とも共通、

重要なものから順に記す）。 
・水位（自噴の場合は源泉孔口圧力） 

・ゆう出量 

・温度 

・その他（電気伝導率、成分濃度等） 



 

 

4-3 事後調査 

影響調査時に出現した変化が対象源泉によるものか否か（影響か否か）を再確認

するものであり、対象源泉揚湯停止後の変動を観測する。観測に必要とする期間は

源泉の特性により、回復速度が異なるが、本調査の結果を目処に回復状況から判断

する（３日を目処）。本調査時に明確な変動がなければ、事後調査の実施は省略す

ることもできる。この期間の観測内容は以下の通りとする。 

a) 対象源泉での測定 

水位（静水位） 

b) 観測源泉での測定 

揚湯の場合：水位（静水位、動水位）、ゆう出量、温度、その他（成分濃度、

電気伝導率等） 

自噴の場合：ゆう出量(孔口圧力)、温度、その他（電気伝導率、成分濃度等） 

5．観測方法 

5-1 自動記録 

アナログ記録計（ペン式、打点式）では連続記録、自動記録計による場合のデー

タサンプリング間隔は 10 分程度を目安とし、前者の場合は連続記録をそのまま図

化するか、10 分間隔でデータを読み取る。 

5-2 観測員による定時観測 

a) 水位・孔口圧力（対象源泉・観測源泉共通） 

対象源泉の揚湯開始又は停止を起点として、最初は短い間隔で測定し、変動が

小さくなるに従い徐々に測定間隔を長くすることが考えられる。測定例を以下に

示すが、源泉状況や水位の変化状況に応じて適切な間隔を選択すべきである。 

《測定例》 

0 〜30 分 ： 1〜5 分 

30 〜60 分 ： 5〜10 分 

60 〜120 分 ： 10〜30 分 

120 分〜 ： 30〜60 分（より長期の場合も 60 分を目処とする） 

 



 

b) ゆう出量・温度（対象源泉・観測源泉共通） 

原則 60 分間隔を目安とする。 

 

c) 上記の実施が困難な場合 

観測源泉が利用しているなどのため、上記したような定期的観測が困難な場合

は、温泉利用に支障が生じない範囲で観測する。特に、旅館等の繁忙時や夜間に

は観測困難となることもあるので、観測間隔は柔軟に対処し、これに応じて観測

の実施期間も変更すべきである。 

5-3 影響調査時の観測源泉の状態 

影響調査時の観測源泉は、休止状態で水位（静水位）や自噴締め切り圧力（静止

水頭）を測定するのが理想であるが、実際は利用しているために測定が困難なケー

スが多い。利用している源泉では、長期にわたり揚湯（自噴）を休止することは困

難であるので、影響調査期間中は観測源泉の揚湯（自噴）状態をできる限り一定と

することが望ましい。 

間欠的な揚湯を行っている源泉の場合は、対象源泉の影響を誤認させないために

も、調査期間中はできれば一定の揚湯状態を維持したい。これが実現困難な場合は、

通常状態における運転状態を監視・記録し影響の有無を判断することが考えられる。 

6．その他特記事項 

6-1 関連データの収集 

浅深度で湧出する温泉は、降雨等、周辺環境の影響を受け常に変動している。影

響観測時には、直近の気象観測点の気象データ（降水量、気温、気圧等）を収集・

整理するとともに、付近の河川水位や潮位も測定しておくべきである（気象庁、国

土交通省等の公表データがあれば、そのデータを収集・整理する）。 

また、温泉の自噴量や水位は、地下水位の影響も受けていることがある。源泉分

布域の中に地下水井が存在していれば、その揚水量や揚水時間、水位等を測定して

参考資料とすることも考えられる。 

また、温泉への影響のみならず、周辺環境への影響についても考慮が必要である。 

6-2 観測間隔や揚湯期間の変更 

対象源泉の水位は、揚湯後速やかに安定する場合と、安定しない場合とがある。

影響調査での揚湯期間は 1段階につき 1日程度としたが、早期に水位が安定する場



 

合は、これよりも短い揚湯期間で影響判断が可能なこともある。反面、水位が低下

を続け安定しない場合は、揚湯期間を延長する必要もあり得る。 

要は、状況に応じた適切な方法を採用し、影響量を確認することが重要であり、

観測間隔をより短くしたり、観測期間を長くしたりすることは差し支えない。 

6-3 調査の協力が得られない場合について 

調査協力が得られない場合には、調査の必要性と理解を求め、地域共有資源を保

全することの認識ができるよう努める。影響問題が発生した際には、既存源泉所有

者自身で影響関係の程度を科学的に証明する必要があることを説明し、どうしても

協力が得られなかった場合には、その他の手段によって得られた情報から判断する

こととなる。



 

Ⅱ 揚湯試験（集湯能力調査） 

1．揚湯試験の種類と目的 

段階揚湯試験による限界揚湯量とその結果から判断する適正揚湯量の検討は、その

後の連続試験設定揚湯量を調べるための調査であり、最終的に過度な水位低下を招く

ことなく水位の安定を確認し、周辺へ影響することなく安定して採取できる温泉の量

を調べることが揚湯試験における主目的である。 

a) 予備揚湯試験 

孔内洗浄の後、実際にポンプ揚湯を行ってゆう出量と水位との関係を確認し、以

降の揚湯試験の計画を立てるための資料を得るのが予備揚湯試験である。所要日数

は 1日程度を目処とする。 

b）段階揚湯試験 

この試験は、ゆう出量を段階的に変えて、その段階ごとのゆう出量と水位（水位

降下量）との関係を調べるものである。5 段階以上で実施することを基本とする。

設定する最大ゆう出量は、ゆう出量に関する規制量があればその量を、規制量がな

ければ、使用するポンプの能力又はその源泉から採取可能な量とし、最小量は使用

するポンプで制限可能な量とする。 

1 段階の揚湯時間は、最低 1 時間とするが、調査時間を延長しても水位が安定し

ない場合は、おおよその安定をもって次の段階に移行せざるを得ないケースもある。 

なお、採取可能量が少ないときは、その採取量の範囲内で可能な段階を設定する

ものとし、さらに少なければ、ｃ）の連続揚湯試験のみを実施することになる。 

c）連続揚湯試験 

段階揚湯試験で得られたデータを基に、ゆう出量を規制量の範囲内で、その源泉

で適正と思われる量又は将来的に採取することになるゆう出量に設定して、一定ゆ

う出量で長期間の揚湯を行う試験である。この試験の所要日数は、水位が安定化す

るまでを基本とし、3〜7日間程度を目処に安定を確認する。おおよその安定の目安

は 1時間当たりの水位変化量が、全体水位変化量のおおむね 0.5%以内となるまでと

するが、0.5%以内でも継続的に水位が低下しているような場合は、完全に安定して

いるとはいえないので判断には注意が必要である。 

d）回復試験 



 

連続揚湯試験から引き続く試験であり、揚湯を停止した後の水位回復状況を観測

するものである。観測期間は 1日以上とする。 

2．揚湯試験の観測項目と観測方法 

揚湯試験で観測すべき項目と測定間隔は、「Ⅰ 影響調査 ５.観測方法 5-2 機観

測員による定時観測」と同様に実施すること。 

3．揚湯試験の観測機器 

揚湯試験に使用する観測機器は、「Ⅰ 影響調査」の項で記した観測機器を援用す

ること。 

4．揚湯試験の観測期間 

対象源泉の水位は、揚湯後速やかに安定する場合と、安定しない場合とがある。速

やかに水位が安定する場合は、これよりも短い揚湯期間で影響判断が可能なこともあ

る。反面、水位が安定しない場合は、揚湯期間を延長する必要もあり得る。 

5．特殊な条件における対応事例 

○揚湯量をポンプに負荷がかかる限界値まで制限しても安定水位が得られなかっ

たケースにおける対応事例 

・水位の回復速度から採取可能量を求め、適正揚湯量を検討した。 

・長時間の連続揚湯が出来ないため間欠運転で試験を行い積算揚湯量から適正揚

湯量を求めた。 

・ポンプの負荷が大きく絞りきれないため、採取した温泉の一部を源泉に戻して

減量調整を行い適正揚湯量を求めた。 

○その他 

・揚湯量を増加させると共に温泉付随ガスの量が増加し、水位が上昇した。圧力

計を用いると整合的な値となることからガス発泡によるものと判断した。 

 



別紙５ 

 

温泉モニタリング実施手法 

 

Ⅰ 自動観測 

1．観測機器 

自動観測における観測機器の具体例は、次のとおりである（別紙 4 の「Ⅰ影

響調査 ３.観測に使用する機器 3-1 自動記録方式」に記した機器と基本的に

同一である）。 

 

観測項目 代表的機種 規格 

温泉水位 圧力式など ±0.1% FS（フルスケール）程度 
ゆう出量 電磁式など ±2%指示値 
孔口圧力 圧力発信器など 測定精度±1% FS 
温度 測温抵抗体など 分解能 0.1℃ 
記録方式 自動記録計（アナログ・デジタル）な

ど 
連続記録、定時での記録 

これら表示器・記録計の配置例を別図 1 に示すので参考とされたい。なお、

配置例において、流量計・温度計の前後にバイパス管を配置したのは、機材の

メンテナンスや交換が容易に行えるように留意したものであり（別図 2）、また、

バイパス管にドレーンを設けたのは、この形式であれば通常状態時にはバイパ

ス管に水が滞留するので、排除するためである。排除する必要性がなかったり、

小さかったりする場合は、バイパス管やバイパス管ドレーンの設置は必要ない。 

流量計の下流側（図の右側）には湯量測定・温泉採取用の吐き出し管を設け

ており、これは、できるだけ源泉に近い所で温泉を採取できるようにすること

と、流量計の指示値を確認できるようにする二つの目的がある（別図 3）。 

自動記録方式には、大きく分けるとアナログ記録（いわゆるペン式又は打点

式レコーダーによる）とデジタル記録（自動記録計又はパソコン管理）があり、

両者の特徴を併せ持つハイブリッド式の記録計もある。 

アナログ記録は連続的な波形記録が行われ、あるイベントに対する変化が忠



実に再現される点がメリットだが、データ（記録紙－チャート－）の読み取り

が必要な場合があることと、その管理が悪いと後からの資料整理に支障を来す

点がデメリットである。ペン式又は打点式レコーダーによる記録の時間的な粗

密の程度は、記録紙の送り速度（チャートスピード）によって決められる。 

デジタル記録はサンプリング間隔が任意に決められ、データをパソコンに直

接取り込むこともでき、データの管理も容易である。しかし、データのサンプ

リング間隔よりも短い時間単位での変化は記録されないのがデメリットとなる。 

記録間隔は、目的とする観測内容によって異なるが、標準的には 1 時間に 1

データの取得で充分であり、ある限られた期間において、細かい時間間隔で変

化を把握したければ、さらに短い時間間隔でのデータ取得が可能であり、自動

記録計やパソコンの記録容量、データ通信量などに余裕があれば、1分間隔での

測定も十分に可能であるが、通常の観測であればその必要性は小さい。 

2．観測項目 

a) ゆう出量 

ゆう出量の自動計測は、自動観測に対応した配管用の流量計（電磁流量計

や超音波流量計など）による。 

エアリフトによる源泉では、揚湯管内はエアと温泉との混合体となって、

正確な流量が測定できない。そうした源泉では、温泉をタンク（気液分離槽）

などに貯留していったんエアを抜き、そこからの配管（タンクからの送湯管）

に流量計を設置するか、気液分離槽にノッチ箱の機能を持たせ、その溢流水

深を自記水位計（圧力式、静電容量式の他、超音波式でも対応可能）で記録

することになる。ただし、後者の場合には、水位測定値を流量に換算する演

算機能が必要である。 

可燃性ガスを含む温泉も、基本的にはエアリフト源泉と同様の処置が必要

だが、可燃性ガスに対する所定の対策を施すことが求められる。 

なお、スケールが生成しやすい温泉、腐食の激しい温泉などでは、このよ

うな観測機器は耐久性に乏しく、実用的ではないこともあるので注意が必要

である。 



b) 温度 

温度の自動記録は、配管に温度センサー（測温抵抗体など）を設置して行

う。後述する水位計には、測温機能が付帯されているものもあり、そうした

水位計を用いていれば、地上部に温度センサーを配置する必要性はあえてな

い。ただし、測温機能付き水位計は、設置場所によっては湧出温度とは異な

る温度を測定してしまう場合があるので、注意が必要である。 

c) 水位・孔口圧力 

水位の測定機器には、センサーを水中に浸すことなく測定する機器（上記

した超音波式などの隔測式水位計）がある。ノッチ箱で水位測定する場合や、

自然ゆう出泉などで広い水面を持ち、地表から水面までの深さが浅い場合に

は、このような隔測式水位計も適用可能である。 

しかし、一般の源泉は口径が細く、温泉水位も深いために、隔測式水位計

は使用できないことが多い。一般的な源泉では、圧力式などのセンサーを水

没させる機器を用いる。設置深度が深い場合、センサーを後から挿入するこ

とは容易ではなく、通常はポンプ挿入時に水位センサーを揚湯管に拘束し、

ポンプと同時に設置することになる。このため、センサーが故障した場合で

も、それを交換するにはポンプの引き上げが必要になる。また、温泉である

が故に、高温、ガスを含む、スケールが生成するといった特徴があり、これ

らが水位計の耐用を短くする。こうした温泉では、温泉水中に高価な機器が

浸らないエアパージ式水位計を用いるのも一法である。 

なお、可燃性天然ガスを含む温泉では、例えばポンプ地上部で水位計のケ

ーブルが通る部分に隙間ができると、そこからガスが地表に漏出する可能性

があるので、所定のガス対策を施すことが求められる。 

自噴源泉の場合の孔口圧力は、源泉頭部に圧力センサーを設置して自動観

測化する。圧力計の選定に当たっては、当該源泉の最大圧力又は通常状態に

おける圧力を考慮すべきである。 

 



Ⅱ 現地観測 

1．観測機器 

現地観測における観測機器の具体例は、次のとおりである。これは別紙 4 の

「Ⅰ影響調査 ３.観測に使用する機器 3-2 定期観測又は随時観測」 b）に

記した機器と基本的に同一であり、同 a)の自動観測機器（本紙に記した自動観

測機器と同じ）の指示値の読み取りであっても構わない。 

 

観測項目 代表的機種 測定 

温泉水位 触針式など 0.5cm 単位以下で読み取り 
ゆう出量 容積法、ノッチ法など L/min 単位で有効数字三桁以内 
孔口圧力 ブルドン管式など（測定精度±1.6% FS

程度） 
機器の指示値 

温度 デジタル温度計など（分解能 0.1℃） 0.1℃単位で現地測定 
記録方式  現地測定・記録 
※ ゆう出量と温度を測定するために、源泉近くに採取した温泉の全量を吐き出すことがで

きるバイパス管を設置する必要がある。 
※ ゆう出量の測定は、現地の状況に応じて工夫する（例：タンクからの流出を止め、タン

ク内の水位上昇速度を測定して量に換算するなど） 

測定記録の間隔は、目的とする観測内容によって異なる。現地観測では自動

観測よりも頻繁な測定はできないが、1回/日〜1回/週程度の測定を標準とした

い。これが困難な場合であっても、1 回/月の測定頻度は確保すべきである。な

お、測定は定時観測（毎回、ほぼ同一時刻で測定すること）、同一条件下（例え

ば、ポンプを自動運転している場合などでは、ポンプの運転中か休止中かのい

ずれかに統一する）での測定を基本とする。 

2．観測項目 

a) ゆう出量 

現地でのゆう出量の観測方法は、容積法を主体とする。これは、吐出口を

計測しやすい場所に設け容量既知の容器が満杯になるまで（あるいはある一

定の容量に達するまで）の時間を計測し、【容量（L）/時間（秒）×60（毎分

への換算）】でゆう出量を計算するものである。なお、測定ミスや湯量の脈動

などに対処するため、測定は複数回行い、その平均値を採用すべきである。

容積法による測定を行うためには、別図 1～3に示した吐き出し管が必要であ



る。 

こうした吐き出し管がない場合には、タンク流入部で測定したり、水道水

等が混じらないようにして浴槽への流入口で測定したりするほかない。タン

クからの流出を止め、タンク内の温泉の上昇速度からゆう出量を求めること

も可能だが、タンク容量（断面積）が正確に把握できていないと精度が落ち

るので、注意が必要である。 

また、自動計測ではないが、現地指示又は遠隔指示による流量計を用いる

ことも有用である。特に、温泉の利用が断続的である場合、上記の容積法で

は測定時間内の瞬間的な量しか把握できないことから、現地指示型であって

も、積算機能がある流量計であれば、より実態に即したゆう出量が把握でき

る。 

ただし、スケールが生成しやすい温泉、腐食の激しい温泉などでは、この

ような観測機器は耐久性に乏しく、実用的ではないこともある。実態に即し

た観測態勢を整えることが重要である。 

b) 温度 

温度の測定は、上記の吐き出し管があれば、デジタル型温度計や水銀温度

計によって容易に測定できる。 

c) 温泉水位・孔口圧力 

高温、ガスを含む、スケールが生成するといった源泉で、水位計の耐用が

難しい温泉では、触針式水位計によって、地上部から温泉水位を測定する。

源泉孔内には動力ケーブルなどがあり、水位計のスムーズな挿入を困難とす

るので、水位測定用の小口径のパイプを、水中ポンプ挿入時に同時設置する

ことが必要である。源泉孔内にスペースが無ければ、あらかじめエアチュー

ブを源泉に設置しておき、チューブから空気を送りその圧力から水位に換算

する方法もある。 

なお、可燃性天然ガスを含む温泉では、ポンプ地上部で水位測定管を通っ

てガスが地表に漏出する可能性があるので、所定のガス対策を施すことが求

められる。 



自噴源泉の場合の孔口圧力は、源泉頭部に圧力計（ブルドン管式など）を

設置して、その指示値を記録することとする。圧力計の選定に当たっては、

当該源泉の最大圧力もしくは通常状態における圧力を考慮すべきである。 
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別紙６ 

 

１． 水質基準に関する省令 

（昭和 46 年 12 月 28 日 環境庁告示第 59 号より抜粋） 

 

項目 基準値 

カドミウム 0.01mg/L 以下 

全シアン 検出されないこと。 

鉛 0.01mg/L 以下 

六価クロム 0.05mg/L 以下 

砒素 0.01mg/L 以下 

総水銀 0.0005mg/L 以下であること。 

アルキル水銀 検出されないこと。 

ＰＣＢ 検出されないこと。 

ジクロロメタンン 0.002mg/L 以下 

四塩化炭素 0.002mg/L 以下 

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L 以下 

1,1-ジクロロエチレン 0.02mg/L 以下 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下 

1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L 以下 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L 以下 

トリクロロエチレン 0.03mg/L 以下 

テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L 以下 

チウラム 0.006mg/L 以下 

シマジン 0.003mg/L 以下 

チオベンカルブ 0.02mg/L 以下 

ベンゼン 0.01mg/L 以下 

セレン 0.01mg/L 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L 以下 

ふっ素 0.08mg/L 以下 

ほう素 1mg/L 以下 

*1:この告示は、公共用水域の水質汚濁に係る環境基準を定めたものであり、別表 2として「生

活環境の保全に関する環境基準」が定められている。 

*2:別途、「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」が告知されている（平成 9 年 3月 31 日

環境庁告示第 10 号）。 

 



 

２． 水質基準に関する省令 

 （平成 15 年 5 月 30 日厚生労働省令第 101 号より抜粋） 

 

項目名 基準値 

1 一般細菌 1mL の検水で形成される集落数が 100 以下であること。 

2 大腸菌 検出されないこと。 

3 カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、0.01mg/L 以下であること。 

4 水銀及びその化合物 水銀の量に関して、0.0005mg/L 以下であること。 

5 セレン及びその化合物 セレンの量に関して、0.01mg/L 以下であること。 

6 鉛及びその化合物 鉛の量に関して、0.01mg/L 以下であること。 

7 ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、0.01mg/L 以下であること。 

8 六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、0.05mg/L 以下であること。 

9 シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、0.01mg/L 以下であること。 

10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L 以下であること。 

11 フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、0.8mg/L 以下であること。 

12 ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、1.0mg/L 以下であること。 

13 四塩化炭素 0.002mg/L 以下であること。 

14 1,4-ジオキサン 0.05mg/L 以下であること。 

15 シス-1,2-ジクロロエチレン及び 1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下であること。 

16 ジクロロメタン 0.02mg/L 以下であること。 

17 テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下であること。 

18 トリクロロエチレン 0.03mg/L 以下であること。 

19 ベンゼン 0.01mg/L 以下であること。 

20 塩素酸 0.6mg/L 以下であること。 

21 クロロ酢酸 0.02mg/L 以下であること。 

22 クロロホルム 0.06mg/L 以下であること。 

23 ジクロロ酢酸 0.04mg/L 以下であること。 

24 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L 以下であること。 

25 臭素酸 0.01mg/L 以下であること。 

26 
総トリハロメタン（クロロホルム,ジブロモクロロメタン,ブロモジクロロメ

タン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和） 
0.1mg/L 以下であること。 

27 トリクロロ酢酸 0.2mg/L 以下であること。 

28 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L 以下であること。 

29 ブロモホルム 0.09mg/L 以下であること。 

30 ホルムアルデヒド 0.08mg/L 以下であること。 

31 以降、次項 



 

項目名 基準値 

31 亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、1.0mg/L 以下であること。 

32 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.2mg/L 以下であること。 

33 鉄及びその化合物 鉄の量に関して、0.3mg/L 以下であること。 

34 銅及びその化合物 銅の量に関して、1.0mg/L 以下であること。 

35 ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して、200mg/L 以下であること。 

36 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、0.05mg/L 以下であること。 

37 塩化物イオン 200mg/L 以下であること。 

38 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300mg/L 以下であること。 

39 蒸発残留物 500mg/L 以下であること。 

40 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L 以下であること。 

41 
(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール

（別名ジェオスミン） 
0.00001mg/L 以下であること。 

42 
1,2,7,7,-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール 
（別名 2-メチルイソボルネオール） 

0.00001mg/L 以下であること。 

43 非イオン界面活性剤 0.02mg/L 以下であること。 

44 フェノール類 フェノールの量に換算して、0.005mg/L 以下であること。 

45 有機物等（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） 3mg/L 以下であること。 

46 pH 値 5.8 以上 8.6 以下であること。 

47 味 異常でないこと。 

48 臭気 異常でないこと。 

49 色度 5 度以下であること。 

50 濁度 2 度以下であること。 

 



３． 農業用水基準  

(昭和 45 年農林省公害研究会作成：農業農村整備事業計画研究会編、農業農村

整備事業計画作成便覧より表：「農業（水稲）用水基準」及び文章：「本基準の

取扱い」を抜粋、表については加筆を行った。) 

 

「本基準の取扱い」 

農業（水稲）用水基準は、公害対策基本法第 9条の環境基準策定時に、基礎資

料とするため当時の各種調査成績に基づく科学的判断から、昭和 45 年 5 月農林

省公害研究会（会長技術審議官（現技術総括審議官））が学識経験者、研究者等

の協力を得て作成したものである。 

したがって、法令に基づく環境基準と同列には位置づけられないものの、本基

準の内容、作成時の検討経過等は環境基準に反映されており、農政の展開の場

においては環境基準とともに準拠すべき基本的要件の１つとなっている。 

 

農業（水稲）用水基準 

項 目 基 準 値 

ｐH（水素イオン濃度） 6.0～7.5 

COD（化学的酸素要求量） 6mg/L 以下 

SS（無機浮遊物質） 100mg/L 以下 

DO（溶存酸素） 5mg/L 以下 

T-N（全窒素濃度） 1mg/L 以下 

EC（電気伝導度）
＊

 0.3mS/cm 以下 

As(ヒ素） 0.05mg/L 以下 

Zn（亜鉛） 0.5mg/L 以下 

Cu（銅） 0.02mg/L 以下 

 

＊：現在 EC については「電気伝導率」という呼び方が一般的で、単位について

も[S/m]が使われることが一般的である。0.3mS/cm は、30mS/m に相当する。 
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 源泉間影響調査の基本的な流れ ( (

イメージ）（案）

○申請源泉での工事進行 ○都道府県温泉主管部での対応

掘削・増掘許可申請

周辺源泉等の確認を行い申請

（増掘・温泉採取方法の変更など）

①条件付き掘削許可判断
（影響調査内容も判断）

掘削許可

・影響調査も含める

工事前の状況把握

・周辺源泉の状況を確認

・既存源泉のモニタリングを開始

工事開始

　・既存源泉モニタリングを継続

・湧出試験（自噴時、揚湯試験時に

　源泉間影響を調べる）

②工事完了確認
（自噴の場合は採取量の

規制も検討）

問題なし

工事終了

影響が疑われる

影響調査の実施

・利用実態に合わせた揚湯を行い

　影響の詳細確認を行う

③動力許可判断

影響あり

　（採取量を減じても影響あり）

影響の判定と動力申請

・周辺源泉や環境に影響を与えない

温泉採取量にて、動力申請を行う。

　　影響なし（採取量を減じれば

　　影響がない場合を含む）

動力許可

（新規掘削の場合）

利用開始

・モニタリングの継続

（影響監視・資源動向の把握）

（注3）温泉採取量を減じて影響
を与えない適正採取量の検討
を行う。

（注1）温泉の形態、状況に応じ
た影響調査手法の指導を行う。

（注2）自噴泉で影響を生じた場

合は工事完了前に適正な温泉
採取量の検討が必要である。

（注4）タイムラグをもって影響が
出現する場合もあること、地域
の温泉資源を監視しコントロー

ルすることも重要であることから
影響の有無に関わらず長期モ
ニタリングを継続する

影響予測

許可

工事前の状況把握
工事前に既存源泉の観測を行い定常状態を把握す
る。源泉間距離が接近している場合は、泥水など

による影響監視や対策検討も必要となる。特に影

響が心配されない場合は、既存源泉所有者による

モニタリングの指導を行う

長期モニタリング
源泉所有者それぞれがモニタリングを継
続し長期影響および資源動向の監視を実施
する

影響判断②

詳細な影響調査調査

採取可能量の検討

掘削・増掘の許可審議、影響評価の必要性を審議
（事前影響評価）

源泉間距離、地域の資源動向、湧出形態など資料を元に総
合判断を実施する。資料がない場合は調査を実施し現状を
把握し判断する。

影響調査
工事源泉で長期試験揚湯を実施し、その間
における既存源泉への影響を調査する。

動力許可

長期影響および資源量評価

最終結果を提出、調査資料は今後の許認可における参考資料とする。
源泉間の影響のみならず水位の継続的低下など資源衰退が確認される場合には採取量を減じるなどの指導を行うとともに、湧出量の著
しい減少、泉温の著しい低下もしくは成分の顕著な変化を招来する等により温泉源に重大な影響があると認められる場合には温泉採取
制限命令を行う。

不許可

モニタリング

不許可

影響判断①

（揚湯試験）

掘削前の状況との

比較
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源泉間における影響調査のイメージ 
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近年の温泉利用形態について 

 温泉の利用については、従来からの浴用、飲用又への利用等を行ってきた。

これらに加え、近年は温泉を用いての熱利用が注目されている。 
 
（１）温泉を用いた発電 

環境省では温泉資源の保護を図りながら再生可能エネルギーの導入が促進さ

れるよう、地熱発電の開発のための温泉の掘削等を対象とした温泉資源の保護

に関するガイドライン（地熱発電関係）を平成 24年３月に策定した。これは現
在稼働している地熱発電所に相当する規模異常の地熱発電の一般的な開発段階

における考え方を示したものであるが、ここではそれよりも小規模の温泉を利

用する発電について記載する。温泉を利用する発電には大里和巳(2012)によると
以下の形態がある。 
① 蒸気タービン発電 
② バイナリー発電 
③ 温度差を直接電流に変換する熱電変換素子を用いた発電 

これに加えて、現在、温泉への適用可能温度、発電効率やコストの面で、

注目されているのがバイナリー（サイクル）発電である。 

今後、温泉によるバイナリー発電は増加することが予測され知見は蓄積して

いくと考えられる。発電には高温かつ多量の温泉を必要とするため、事前の資

源量の把握および利用後のモニタリングが重要となる。都道府県においても、

温泉資源の保護の観点からも、こういった知見の蓄積がなされるようにしてい

くことが重要である。 

 
 

 


